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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について（通知）
各学校におかれては、日頃から新型コロナウイルス感染症対策に多大な御尽力をいただいてい

るところですが、11月１日現在の本道の新規感染者数は、人口10万人当たりで644.8人と全国最
多となり、臨時休校等を行う学校数の増加傾向も顕著で、予断を許さない状況となっています。
つきましては、各学校や家庭において、改めて、基本的な感染対策の徹底が図られるよう、別

添リーフレット「冬季に向けた新型コロナウイルス感染防止対策について」及び児童生徒・保護
者向けリーフレット「家でも感染症対策をお願いします」を作成しましたので、児童生徒や保護
者に配布したり、校内に掲示したりするなど、積極的に活用願います。
また、先日、道立高等学校の修学旅行中に多数の陽性者が旅行先で確認される事案が発生して

おります。今後、多くの学校において修学旅行が実施される予定であることから、同様の事態を
防ぐため、次の事項を確実に実施し、感染対策に万全を期すようお願いします。
なお、各市町村教育委員会におかれましては、誠に恐れ入りますが、貴所管の各学校にも周知

いただきますよう、よろしくお願いします。
記

１ 冬季に向けた感染症対策
(1) ３つの密の回避や人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗い等の手指衛生など、基本
的な感染対策を徹底すること。

(2) 健康観察ツール「さぁチェック（SA-Check）」を活用し、健康・行動チェックを確実に実
施するとともに、風邪症状等、何らかの症状がある場合や、体調が優れない場合は、出勤・
登校しないようにすること。

(3) 道内においては、今後、一層気温が低下することから、必要以上の室温低下を防ぎつつ、
常時換気に取り組むなどの対策を講じること。

２ 修学旅行における対応
(1) 「さぁチェック（SA-Check）」の項目を踏まえた本人の健康観察を確実に実施することは
もとより、家庭の状況も把握すること。

(2) 本人及び同居の家族等に何らかの症状がある場合は、検査（抗原定性検査キット等）を行
い、陰性を確認した上で参加することを可能とすること。ただし、発熱や悪寒、強い倦怠感
等がある場合は、療養に専念すること。なお、判断に迷う場合には、学校医等と相談するこ
とも検討すること。

(3) いずれにしても、感染者や濃厚接触者、感染の可能性のある者が修学旅行に参加すること
は、自身の健康を損なうのみならず、他の児童生徒の健康や旅行関係者にも多大な影響を与
え、旅行そのものの継続が困難になる可能性があるほか、地域の保健医療体制に大きな影響
を与えることから、厳に慎むこと。

(4) 道立高等学校（道立中等教育学校後期課程を含む。）においては、「修学旅行実施に関す
るＱ＆Ａ（令和４年９月16日更新）」等を確認すること。

(5) 同居の家族が陽性となり、児童生徒が濃厚接触者となった場合には、同居の家族が居住す
る地域を所管する保健所等の指示に従うこと。

(6) 旅行中に感染が判明した場合は、感染の可能性がある者をリストアップした上で、現地の
保健所や医療機関に相談し、その指示に従うこと。また、所管の教育局（市町村立学校にお
いては市町村教育委員会を経由）にも速やかに報告すること。なお、保健所等への相談が困
難な場合は、学校医や現地の相談センター等に連絡し、その指示に従うこと。その際、自主
研修等の感染拡大のリスクのある内容を変更するなど、旅程について改めて検討すること。

３ 関連通知等
・令和３年（2021年）10月13日付け教健体第718号「さぁチェック（SA-Check（セーフティ＆
アクションチェック））の活用について」

・令和４年（2022年）９月12日付け事務連絡「修学旅行等における新型コロナウイルス感染症
対策について」

健 康 ・ 体 育 課 企 画 ・ 調 整 係
健康・体育課健康・体育指導係
高 校 教 育 課 高 校 教 育 指 導 係
義 務 教 育 課 義 務 教 育 指 導 係
特別支援教育課特別支援教育指導係



冬季に向けた新型コロナウイルス感染防止対策について
令和４年11月 北海道教育委員会

２．健康観察の継続的な実施、体調不良者への対応

１．基本的な感染対策の徹底

３．換気対策の実施

○ 冬季を迎え、新型コロナウイルスの新規感染者数の増加が見られます。各学校においては、次の点に留意しながら、感染対策
に取り組むようお願いします。ご家庭におかれましてもご協力いただきますようお願いします。

○ 学校用の健康観察ツール「さぁチェック（SA-Check）」（セーフティ＆アクションチェック）を活用し、
健康・行動チェックを確実に実施しましょう。

○ 何らかの症状がある場合や、体調が優れない場合は、出勤・登校をしないようにしましょう。

○ ３つの密（密閉空間、密集場所、密接場面）の回避、人と人との距離の確保、マスクの着用、
手洗い等の手指衛生など、基本的な感染対策を徹底しましょう。

○ 今後、気温が下がるため、次の取組も参考に、必要以上の室温低下を防ぎつつ、常時換気に取り組む
などの対策を講じましょう。ご家庭においても換気対策の参考にしてください。

外側を少し開ける

内側を少し開ける

屋外側
網戸

室内側

【教室の換気の例】※「長期休業明けの学校における新型コロナウイルス感染症対策について」（令和４年１月12日付け教健体第1045号）から抜粋

外気を窓の
間で少し加
温するため、
やや寒さを
緩和できる。

ストーブの
上の窓を開
けて、外気
を暖める。

出典：北海道立総合研究機構北方建築総合研究所

②反対側の二重窓の内側を少し開ける。

①二重窓の外側を少し開けて、

【新型コロナワクチン】

○ワクチン接種は正しい
情報と理解に基づいて
行う必要があります。

○ぜひ、学校に備え付け
ている啓発チラシ、国
や道のホームページ等
をご覧ください。



再び新型コロナウイルス感染症の新規感染者が増えています

家でも感染症対策をお願いします

感染症対策に「特別」はありません。

「基本」をしっかり行うことが大事です。

★ 症状がある場合は登校しない（同居の家族に症状がある場合も同様です）

・ 軽くても何らかの症状がある場合は、自宅で休養してください。

・ 感染者等としての療養・待機期間（感染者：７日間、濃厚接触者：５日間）が解除に

なった後も、症状がある場合は休んでください。

★ 手洗いの効果はとても高い

・ ハンドソープで10秒もみ洗いし、流水で15秒すすぐと、ウイルス量が1/10,000に！

・ 「24時間換気システム」が設置されている場合（2003年以降に建設された住宅は設置）

は、通常稼働で充分な換気が行われます。換気口のフィルタを清掃すると、より換気量

を確保できます。

・ 「24時間換気システム」ではない家は、「窓開け換気」をします。暖房器具の近くの窓

を開けると、入ってくる冷気が暖められるので、室温の低下を防ぐことができます。

・ キッチンのレンジフードは、吸い込む風量が大きいので、窓開けとの併用で、より効果

的な換気が行えます。

北海道教育委員会

参考）人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由
して、少し暖まった状態の新鮮な空気を
人のいる部屋に取り入れる換気方法（２
段階換気）の例（厚生労働省）

「家の換気」のポイント

感染者は、療養期間の解除後も他の人に感染させてしまう可能
性があるため、10日目までは健康観察を強化し、いつも以上に
感染症対策を徹底していただくようお願いします。



Q 発熱などの「コロナかも？」と思う症状が出た場合、どうしたらいいですか？

👉 次のような方法が考えられます。

□ 症状が軽い場合は、自宅で休養して様子を見る

□ 抗原検査キットで自己検査をする（無料キット申込み or 自費購入）

□ かかりつけ医に相談、または北海道コロナチャットボットで調べる

Q 家族１人が感染して、２日後にもう１人が感染したのですが、濃厚接触者として

の出席停止期間はどこから何日間になりますか？

👉「感染者との最終接触日」を０日目として５日間です。「感染者との最終接触日」とは、

同居の家族の発症日、または感染対策（マスク、手洗い、アルコール消毒等）を開始した

日のいずれか遅い日を言います。

Q 同居の家族に風邪症状があり、病院に行ったら「風邪」と言われました。この場

合は学校に行ってもよいのですか？

👉 同居の家族に症状があり病院を受診して、明らかに新型コロナウイル

ス感染症ではない診断（アレルギー性鼻炎など）を受けた場合は出席

できますが、コロナの検査をせず「風邪」と言われた場合などは、同

居の家族の症状が消失するまで自宅で休養するようお願いします。

Q 学級閉鎖中、自分に症状がなかったら通常どおり外出してもいいですか？

👉 無症状であっても感染している可能性があり、人へ感染させる可能性もあります。

学校で感染者が複数出て、感染している可能性がある閉鎖期間中は、自宅で休養するよ

うお願いします。

Q 休日に友人と会食をした翌日、その友人が発熱して感染が判明。一緒に飲食した

自分は登校しない方がいいのでしょうか？

👉 感染が判明した場合、感染した人から、症状が出た前後に会ってい

た「感染の可能性がある人」へ連絡をお願いします。「感染の可能性

がある人」とは、症状が出る２日前より後（または同じ日）に会って

いた人で、かつマスクを着用せず、手が触れる距離（１ｍ程度）で15

分以上会話した人を言います。

よくある質問



教 健 体 第 7 1 8 号
令和３年（2021年）10月13日

各教育局長

各道立学校長
様

学校教育局長

「さぁチェック（SA-Check（セーフティ＆アクションチェック）」の活用について

（通知）

児童生徒の健康観察等については、令和３年（2021年）２月16日付け教健体第988号通知
等に基づき、毎日の検温など、健康管理を徹底していただいているところですが、今後、

いかなる状況においても、学校が平常の教育活動を継続できるようにするため、これまで
の健康観察に加え、平素の授業や、学校行事、部活動等の実施前などに、児童生徒の行動

等をGoogleフォームを活用して確認することができるシステム「さぁチェック（SA-Check
セーフティ＆アクションチェック）」（以下、「さぁチェック」という。）を構築し、運用す

ることとしました。

つきましては、各学校において、児童生徒の安心・安全な教育活動を保障するため、別
添「『さぁチェック』フォーム活用手順」及び【参考】「自校の生徒への周知方法について

（例）」を参照し、次のとおり活用願います。
記

１ 「さぁチェック」の活用例

本システムが、児童生徒の主体的な感染症対策の取組を促すものとなるよう、次のよう

な取組を参考とすること。

【取組例】

・朝のホームルーム活動において、係が「さぁチェック［everyday］」未入力の生徒に

対して入力を呼びかける。

・月曜日の昼休みにおいて、放送局等が「さぁチェック［everyweek］」への入力を呼び

かけ、全校で行う。

・部活動等のミーティングにおいて、代表生徒が「さぁチェック［部活動用］」への入

力を呼びかけ、部活動全体で行う。

・学校行事前のホームルーム活動（学年集会等）において、生徒会役員が「さぁチェッ

ク［学校行事用］」への入力を呼びかけ、学年全体で行う。

・修学旅行前のホームルーム活動（学年集会等）において、係が「さぁチェック［修学

旅行用］」への入力を呼びかけ、学年全体で行う。

２ 「さぁチェック」の活用に当たっての留意事項

(1) 児童生徒等への周知について

児童生徒及び保護者への周知の際は、別紙「みんな安心『さぁチェック(SA-Check

セーフティ＆アクションチェック）』について」を活用すること。
なお、周知の際にQRコードを活用する場合は、各学校で作成すること。

(2) 各学校における活用の工夫について

各チェック項目は、Googleフォームを活用して学校において編集することが可能。

学校独自の項目を追加するなどして、本システムの形骸化を防ぐ工夫を図ること。

高 校 教 育 課

特別支援教育課
健 康 ・ 体 育 課

ＩＣＴ教育推進課
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 「さぁチェック」フォーム活用手順 

 

学校で活用しやすいように、「さぁチェック」フォームのひな形（Googleフォーム・テン

プレート）を作成しましたので、手順を示します。 

ここでは、”さぁチェック[部活動用]を例に説明しています。さぁチェック[everyday] 

[everyweek][学校行事用][修学旅行用]についても、同様の手順になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①フォーム作成者は、Googleにアクセスして、 
必ずGWS のアカウント（＊＊@hokkaido-c.ed.jp）
でログインしてください。 

②ここをクリックするとアプ

リメニューが表示されます。 

③「Forms（フォーム）」 

をクリックします。 

Googleフォームのメニ

ューが表示されます。 

「テンプレートギャラリー」

をクリックします。 

（別添） 

さぁチェック[部活動用]の 

テンプレート（ひな形）をクリックします。 

(注)テンプレートが表示されない場合は、**hokkaido-

c.ed.jp 以外のアカウントでクラウドに入っている可

能性がありますので、ログインし直してください。 
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○○高校 さぁチェック[部活動用] 

③編集完了後この設定アイコン

をクリックします。 

編集が完了したら送信ボタンをクリックすると、このメニューが表示されます。 

フォームの URL をコピーして

回答者に周知したい場合 

URLをコピー・ペーストで

きます。その際、回答者以

外に知られることがない

よう留意してください。 

「URLを短縮」にチェックを 

入れると簡易表示になります。 

設定アイコンをクリッ

クすると下のメニュー

が表示されます。 

「北海道教育情報通信

ネットワーク・・・」の

項目を OFF にします。

同様に「回答を１回に制

限する」の項目もOFFに

します。 

これで GWS のアカウン

トを持たない生徒から

もアクセスできるよう

になります。 

②編集後ここでプレビューでき

ます。（新しいタブが開く） 

 

①編集画面になります

ので、○○高校に学校名

を入力してください。以

下のメニューはこのま

ま使用できます。（学校

で設問を編集すること

ができます。） 

 



- 3 - 

以上でフォームの準備は完了です。URL を対象の生徒に周知するなどして活用してくだ

さい。URLをQRコードにするとスマートフォンからもアクセスしやすくなります。 

結果の集計について以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力されたスプレッドシート（表計算）データを加工することが可能ですので、学校にお

いて、適宜編集してご利用ください。 

 

○ Googleフォームの簡単な使用法は、ICT活用ポータルサイトに掲載 

している ICT活用ミニハンドブック「Googleフォームでアンケート編」 

を参照してください。 

https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ict/handbook.html 

 

「回答」をクリックするとリアルタ

イムで回答が表示されます。 

\

\

\

\ 

スプレッドシート（表計算）で結

果が出力されます。 

回答を締め切る

ことができます。 データを削除したい場合は、このメニューから「すべての回答を

削除」をクリックします。 



【参考】
自校の生徒等への周知方法について（例）

○ 自校の生徒等へ、みんな安心「さぁチェック」についてを周知する方法は、主に次の
方法が考えられます。

方法１ Google フォームのURLやQRコードを一覧にした「さぁチェック」について
のプリント（PDFファイル）を作成し、Google Classroomに掲載して周知する
方法

方法２ 「さぁチェック」についてをパスワード付きのPDFファイルに変換して、学
校のウェブページに掲載する方法（パスワードは自校生徒に周知）

方法２のイメージ
○○学校ウェブページ ①クリックするとパスワードが求めら

れるので、パスワードを入力して
【お知らせ】 「OK」をクリックする。

「さぁチェック」へ進む

②「さぁチェック」についてが開く

方法３ 「さぁチェック」についてをプリント（ペーパー）を生徒等に配付して周知
する方法
※ 方法１、方法２が難しい場合の方法

○ 「方法２」におけるパスワード付きのPDFファイル作成手順
※ この手順は、Word2016で作成したものです。バージョンによって手順が異なる場合があります

ので、あらかじめご了承願います。

１ 「ファイル」をクリックします。
※ 後ほどファイルを修正することが想定される場合は、あら

かじめファイル種類をWord文書型式で保存し、その保存した

ファイルに対して、この手順を実行してください。

２ 「エクスポート」をクリックします。

ウェブページに掲載する際は、自

校の生徒だけが入力できるようパス

ワードを設定するなどセキュリティ

を確保してください。



３ 「PDF/XPSの作成」をクリックします。

４ 「オプション」をクリックします。

５ ドキュメントをパスワードで暗号化するにチェックを入れます

６ 設定するパスワードを入力します。

７ 発行をクリックします。



   「“さぁﾁｪｯｸ”［everyday］」（「体調・行動等入力フォーム」への入力） 

 

○ 従前と同様に、生徒等が毎朝、登校前にフォームに回答 

〇 チェック項目（以下の項目は従前と同様） 

・朝の体温・今の症状（「良好」、「せき」等のリストから選択） 

・同居の家族に風邪症状ある方の有無・感染リスクの高まる場所へ行ったか 

○ 担任又は学年の担当者が一覧で状況を確認 

「“さぁﾁｪｯｸ”［学校行事用］」 

○ 生徒等が行事の準備開始から実施まで、１週間間隔で 

フォームに回答 

 ○ ホームルーム活動等で活用 

 ○ 担任等が一覧で状況を確認 

○ 生徒等が旅行前（２週間前・１週間前・前日等） 

にフォームに回答 

    ○ ホームルーム活動等で活用 

    〇 担任等が一覧で状況を確認 

○ 生徒等が毎日フォームに回答 

    ○ 顧問が一覧で状況を確認 

「“さぁﾁｪｯｸ”［everyweek］」 

 

○ 日常取るべき行動等について、生徒等が毎週始めにフォームに回答 

〇 チェック項目（以下、主な項目を記載） 

・必要に応じて、正しく手を洗い、手指消毒を行う 

・食事の際は、「黙食」を行う など 

○ 担任又は学年の担当者が一覧で状況を確認 

生徒等がスマホ等から入力開始 

○ 生徒等が大会前（２週間前・１週間前・前日等）及び 

大会中にフォームに回答 

 ○ 部活動のミーティング等で活用 

○ 顧問が一覧で状況を確認 

○ 生徒等が毎朝フォームに回答 

    ○ 班会議等で活用 

〇 担任等が一覧で状況を確認 

「“さぁﾁｪｯｸ”［部活動用］」 

「“さぁﾁｪｯｸ”［修学旅行用］」 

別紙 

みんな安心「さぁチェック（SA-Check セーフティ＆アクションチェック）」について 
 

いかなる状況においても、平常の教育活動を継続できるようにするため、Googleフォーム（以下、「フォーム」という。）

を活用した行動観察等により、感染予防及び感染拡大防止を図ります。 

 

 

 

趣旨 

実施概要 

平常時 

平常時 

平常時 

大会前･大会中 

準備～実施 

旅行前 

旅行中 
ＱＲ 
コード 

学校で作成したQR 
コードを添付して 

生徒等に周知できます。 

ＱＲ 
コード 

ＱＲ 
コード 

ＱＲ 
コード 



Google フォーム 

「さぁチェック［everyweek］」 

 

【平常等】※毎週始めに回答、※項目は追加が可能 

 

必要に応じてこまめに、正しく手洗い、手指消毒を行っている。 □ 

教室等では、換気が適切に行われている。 □ 

食事の際は、「黙食」で行っている。 □ 

友人等と食べ物や私物を共有しないようにしている。 □ 

友人等と大声で話したりしないようにしている。 □ 

人との距離が近くならないように注意している。 □ 

体育や実習等の着替えの場面でマスクを着けて行っている。 □ 

着替えの際は、更衣室使用を分けるなど、密を避けている。 □ 

学校帰りに、友人等と会食等をせずに帰宅している。 □ 



Google フォーム 

「さぁチェック［部活動用］」 

【平常時】※項目は追加が可能 

 

就寝時間を確保するなど、体調管理に努めている。 □ 

活動中、（競技等の性質上、マスクを外すことが認められている場合を除き）
基本的にマスクを着けている。 

□ 

体育館や教室、更衣室等の換気を適切に行っている。 □ 

共有物の消毒を適切に行っている。 □ 

給水ボトル等は共有していない。 □ 

競技以外で、人との距離が近くならないようにしている。 □ 

更衣室での密を避けるとともに、マスクなしの会話をしないようにしている。 □ 

体調に変化があれば、すぐに顧問等に報告するようにしている。 □ 

 
【大会前・大会中】※大会中は「理解」を「徹底」と読み替えること 

就寝時間を確保するなど、体調管理に努めることを理解（徹底）している。 □ 

活動中、（競技等の性質上、マスクを外すことが認められている場合を除き）
基本的にマスクを着けることを理解（徹底）している。 

□ 

共有物の消毒を適切に行うことを理解（徹底）している。 □ 

給水ボトル等は共有しないことを理解（徹底）している。 □ 

競技以外で、人との距離が近くならないようにすることを理解（徹底）している。 □ 

更衣室、控室、ベンチ等での密を避けるとともに、マスクなしの会話をしない
ようにすることを理解（徹底）している。 

□ 

応援等で大声を出さないようにすることを理解（徹底）している。 □ 

会場で定められた動線（人の動き）を守ることを理解（徹底）している。 □ 

大会中、チームメイト以外の知人との接触や会食等を避けることを理解（徹底）
している。 

□ 

感染予防上、入浴は基本的にシャワーを使用することを理解（徹底）している。 □ 

体調に変化があれば、すぐに顧問等に報告することを理解（徹底）している。 □ 

大会等で定める感染症対策ガイドラインの内容について顧問から説明を受け、
理解（徹底）している。 

□ 



Google フォーム 

「さぁチェック［学校行事用］」 

 

【実施前】※項目は追加が可能 

 

日頃から、就寝時間を確保するなど、体調管理に努めている。 □ 

（活動の性質上、マスクを外すことが認められている場合を除き）常にマスクを

着用することを理解している。 
□ 

活動場所における換気が適切に行われている。 □ 

応援などで大声を出さないようにすることを理解している。 □ 

人との距離が近くならないようにすることを理解している。 □ 

体調に変化があれば、すぐに担任等に報告することを理解している。 □ 

学校行事の実施に係る新型コロナウィルス感染症対策の内容について説明を

受け、理解している。 
□ 



Google フォーム 

「さぁチェック［修学旅行用］」 

 

【旅行前・旅行中】※旅行中は、「理解」を「徹底」と読み替えること。 
※項目は追加が可能 

 

就寝時間を確保するなど、体調管理に努めることを理解（徹底）している。 □ 

常にマスクを着用することを理解（徹底）している。 □ 

必要に応じて、手洗い、手指消毒を行うことを理解（徹底）している。 □ 

食事は「黙食」で行うことを理解（徹底）している。 □ 

友人等と食べ物や私物を共有しないことを理解（徹底）している。 □ 

感染予防上、入浴は基本的にシャワーを使用することを理解（徹底）している。 □ 

人との距離が近くならないようにすることを理解（徹底）している。 □ 

体調に変化があれば、すぐに担任等に報告することを理解（徹底）している。 □ 

旅行業者等が定める新型コロナウィルス感染症対策に係るガイドラインの内

容について説明を受け、理解（徹底）している。 
□ 



事 務 連 絡

令和４年(2022年)９月12日

各 教 育 局 教 育 支 援 課 長

各 道 立 学 校 副 校 長 ・ 教 頭
様

札幌市を除く市町村教育委員会次・課長

（札幌市を除く各市町村立学校副校長・教頭）

北海道教育庁学校教育局高校教育課 課長補佐 古御堂 徹

北海道教育庁学校教育局義務教育課 課長補佐 森 田 靖 史

北海道教育庁学校教育局特別支援教育課 課長補佐 仙北谷 逸 生

北海道教育庁学校教育局健康・体育課 課長補佐 尾 形 友 秀

修学旅行等における新型コロナウイルス感染症対策について

このことについては、令和４年８月26日付け教義第491号通知「修学旅行等の実施について」

に基づき対応いただいているところですが、今般、修学旅行で感染が拡大したと思われる事例

が複数校で発生しております。

つきましては、特に次の点に留意して、子どもたちにとって、安心・安全な修学旅行等の実

施に努めるようお願いします。

なお、市町村教育委員会におかれましては、所管する学校に周知いただきますようお願いし

ます。

記

１ 実施前

(1) 旅行業者等と連携し、旅行中に濃厚接触者及び感染が判明した場合、又は、発熱 の

有無にかかわらず風邪症状がある場合などの対応方法を十分シミュレーションするこ

と。

(2) 宿泊地や見学地等を所管する保健所や医療機関等の連絡先を確認すること。

(3) 同居の家族も含めて、健康観察や体調管理を徹底すること。

２ 実施中

(1) 同居の家族が陽性となり、濃厚接触者となった場合、同居の家族が居住する地域を

所管する保健所等の指示に従うこと。

(2) 旅行中に感染が判明した場合は、感染の可能性のある者をリストアップし、対応に

ついて、宿泊地や見学地等を所管する保健所や医療機関に相談し、その指示に従うこ

と。なお、現地の保健所や医療機関に相談することが困難な場合は、学校医や現地の

相談センター等に相談し、その指示に従うこと。



３ 実施後

(1) ７日間は健康観察に努め、未診断の風邪等の症状がある場合は、保健所や医療機関、

又は学校医等に相談し、その指示に従うこと。

(2) 帰着後２日以内に発症し、陽性が判明した場合は、旅行業者等と連携し、見学先や

宿泊施設、交通機関等に連絡すること。

【関係通知】

・令和４年８月26日付け教義第491号通知「修学旅行等の実施について」

・令和４年４月14日付け教高第125号通知「令和４年度における修学旅行等について」

・令和３年10月11日付け教義第683号通知「修学旅行等の実施について」

高 校 教 育 指 導 係

義 務 教 育 指 導 係

特別支援教育指導係

健康・体育指導係



教 義 第 4 9 1 号  

令和４年（2022年）８月26日  

 

 各 教 育 局 長 

 各 道 立 学 校 長 

 各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く）  

 （各 市 町 村 立 学 校 長） 

 

北海道教育庁学校教育局義務教育課長 新 居 雅 人  

北海道教育庁学校教育局高校教育課長 山 城 宏 一  

北海道教育庁学校教育局特別支援教育課長 大 畑 明 美  

 

   修学旅行等の実施について（通知） 

 このことについては、令和４年４月14日付け教高第125号通知「令和４年度における修学旅行等

について」に基づき対応いただいているところですが、修学旅行等に当たっては、引き続き感染

症対策の徹底を図り、児童生徒の健康・安全を十分に考慮した上で、可能な限り実施できるよう

にすることが重要です。 

つきましては、今後、修学旅行等を実施する学校においては、令和４年４月14日付け教高第125

号通知を改めて確認いただき、感染症対策を徹底した上で、適切に対応するようお願いします。 

なお、事前、旅行中及び事後の対応については、引き続き令和３年10月11日付け教義第683号通

知「修学旅行等の実施について」を踏まえるとともに、旅行先の感染状況により、現地の保健所・

医療機関に相談することが困難な場合は、学校医や現地の相談センター等に相談し、その指示に従

うようお願いします。 

また、別添のとおり、これまでに道教委が把握している修学旅行等における効果的な対応の事

例をまとめましたので、併せて確認いただくようお願いします。 

 

（義 務 教 育 指 導 係）  

（高 校 教 育 指 導 係）  

（特別支援教育指導係）  

様 



修学旅行等における効果的な対応例
（2022.8.26 北海道教育委員会）

これまでに道教委が把握している事例を基に、感染拡大につながっ
た可能性が高いと考えられる主な要因と効果的な対応を行った教職員
の声をまとめましたので、参考にしてください。

＜参考通知＞
・「令和4年度における修学旅行等について」

（R4.4.14付け教高第125号通知）
・「修学旅行等の実施について」

（R3.10.11付け教義第683号通知）

□ 旅行中に児童生徒が体調不良を訴えたが、一時回復したことから、
他の児童生徒と行動を共にした。

□ 自主研修中の昼食時において、マスクを外した状態で会話をする
など、感染防止対策を十分に講じなかった。

□ 旅行中に児童生徒の陽性が判明した際、保健所への連絡及びリス
トアップに時間を要し、対応が遅れた。

【感染拡大につながったと考えられる主な要因】

【効果的な対応を行った教職員の声】

○ 宿泊施設に入館する前のバス車中で児童の検温・健康観察をしたとこ
ろ、発熱した児童が１名おり、「修学旅行等における宿泊施設入館前
情報共有シート」を活用して宿泊施設と情報を共有し、すぐに別室を
用意していただきました。

○ 自主研修時の行動について、生徒に十分に指導を行いました。特に、
昼食中も会話の際はマスクを着用するよう指導を徹底することが大切
だと感じました。

○ 旅行中に児童の陽性が判明した際、保健所と連絡がつながらなかった
ので、事前のシミュレーションどおり、学校医に連絡し、リストアッ
プなどの対応をすぐに行うことができました。

○ 帰校後、生徒の陽性が判明したこと等の宿泊先への連絡については、
旅行業者や教育委員会と連携を図って対応しました。



教 高 第 1 2 5 号

令和４年（2022年）４月14日

各 教 育 局 長

各 道 立 学 校 長 様

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く）

（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ）

北海道教育庁学校教育局長 堀 本 厚

令和４年度における修学旅行等について（通知）

このことについては、令和４年３月18日付け教健体第2292号通知「学校における新型

コロナウイルス感染症対策について」に基づき対応いただいているところですが、道内

外の新規感染者数は、高止まりの傾向にあり、引き続き、感染及びその拡大のリスクを

可能な限り低減した上で、学校の教育活動を継続し、子ども一人一人の学びを保障して

いくことが重要です。

つきましては、修学旅行や宿泊研修などの宿泊を伴う行事の実施においては、衛生管

理マニュアルに基づき、感染症対策の徹底を図り、児童生徒の健康・安全を十分に考慮

した上で、次の留意事項を踏まえ、適切に対応するようお願いします。

記

１ 修学旅行等の教育的意義を踏まえ、可能な限り実施できるようにすること。その際、

感染が拡大している地域を旅行先や宿泊先とすることや、感染リスクの高い活動を実

施することについて慎重に検討すること。

また、保護者の意向を十分踏まえるとともに、旅行先の受入れの可否などについて

も確認すること。

２ 実施に当たっては、児童生徒が道内の歴史や文化について学びを深める機会とする

ことができるようにし、特に、小・中学校においては、学習指導要領等において、現

在の北海道などの地域における先住民族であるアイヌについて取り扱うよう示されて

いることも踏まえ、「ウポポイ」などの施設の活用のほか、世界遺産に登録された「北

海道・北東北の縄文遺跡群」などの歴史・文化について学習できる教育資源の活用も

検討すること。

なお、道内で実施する修学旅行等については、道が実施する教育旅行支援事業支援

金（貸切バス等の追加借上、宿泊部屋数増への支援）の活用が可能であること。

３ 市町村教育委員会においては、令和４年４月以降に予定していた修学旅行等を中止

又は延期した場合に発生したキャンセル料等について、新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金の活用が可能であることから、首長部局と相談の上、適切に対

応すること。

４ 令和３年10月11日付け教義第683号通知「修学旅行の実施について」及び令和３年11

月30日付け事務連絡「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基

づく国内修学旅行の手引き（第５版）」に基づき、感染症対策を徹底すること。特に、

修学旅行中の児童生徒の体調変化に留意し、検温・健康観察を行うとともに、別添「修

学旅行等における宿泊施設入館前情報共有シート」を活用し、宿泊施設等と情報共有す

ること。

（ 高 校 教 育 課 ）

（ 義 務 教 育 課 ）

（特別支援教育課）



修学旅行等における宿泊施設入館前情報共有シート

宿 泊 日

学 校 名

参加児童生徒数 引率教員数

学校責任者

添 乗 員

＜チェック事項＞

① バス車中等、入館前の検温で
･･････ □ はい □ いいえ

発熱している者はいません。

※「いいえ」の場合は、宿泊施設に速やかに申告し、対応について相談

② バス車中等、入館前の健康観察で、咳・

倦怠感・息苦しさがあるなどの症状が ･･････ □ はい □ いいえ

ある者、または疑わしい者はいません。

※「いいえ」の場合は、宿泊施設に速やかに申告し、対応について相談

③ 次の飛沫感染・接触感染防止への対策について、旅行前に説明及び周知

は完了しています。

・食事、入浴、就寝の時間以外でのマスク ･･････ □ はい □ いいえ

の着用の徹底

・（食事、客室を除く）館内での密になる
･･････ □ はい □ いいえ

イベント、集合等の可能な限りの削減

・手指の消毒、換気、定期的な検温の実施 ･･････ □ はい □ いいえ

④ 同居の家族を含め、出発前の健康観察で、

感染症感染の疑いのある者はいません。 ･･････ □ はい □ いいえ

令和 年 月 日 （ ）

名 名

（職名） （氏名） （緊急連絡先）

（会社名） （氏名） （緊急連絡先）



教 義 第 6 8 3 号
令和３年（2021年）10月11日

各 教 育 局 長
各 道 立 学 校 長
各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く）

様

（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ）

北海道教育庁学校教育局長 唐 川 智 幸

修学旅行等の実施について（通知）
このことについては、令和２年９月18日付け教義第680号通知、令和３年（2021年）４

月19日付け教高第159号通知及び令和３年（2021年）４月28日付け教義第132号通知に基づ
き対応いただいているところです。
緊急事態措置の終了に伴い、各学校において、延期していた修学旅行等を実施する中、気温

の変化による体調不良を訴える児童生徒が多くなることも想定されますが、特に旅行先におい
て児童生徒等に発熱の有無にかかわらず風邪症状があった場合などは、保健所や医療機関に相
談し、その指示に従い対応することが重要であることから、今後、修学旅行などの宿泊を伴う
行事を実施する場合は、「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づ
く国内修学旅行の手引き（第４版）」（令和３年(2021年）２月２日付け事務連絡）の内容
も踏まえ、改めて次の点に留意の上、対応願います。
なお、本通知をもって、令和２年９月18日付け教義第680号通知を廃止します。

記
１ 事前の対応
・児童生徒及び同居家族の健康観察を徹底することや、出発前に発熱の有無にかかわら
ず風邪症状がある場合は、可能な限り保護者に受診を勧め、医療機関等の指示に従う
ことについて理解を求めること。

・旅行中に濃厚接触者及び感染者が発生した場合、又は、発熱の有無にかかわらず風邪
症状がある場合などに備え、事前に十分シミュレーションし、当該児童生徒や他の児
童生徒への対応、現地の保健所・医療機関の連絡先を含めた緊急連絡体制、教職員の
役割分担等を明確にするとともに、それらの情報について旅行業者と十分に確認をす
ること。

・参加同意書については、保護者や児童生徒に対して、事前に具体的な感染症対策、旅
行実施中の発症者発生時の対応などについて丁寧な説明を行った上で提出を求めるこ
と。

２ 旅行中の対応
・旅行中の児童生徒の体調変化に留意すること。特に、宿泊施設に入館する前のバス車
中等においては、児童生徒の検温・健康観察を行い、別添「修学旅行等における宿泊
施設入館前情報共有シート」を活用し、宿泊施設と共有するとともに、発熱の有無に
かかわらず風邪症状がある場合は、速やかに申告し、対応について相談すること。

・万が一、旅行中に児童生徒等が感染者・濃厚接触者であることが判明した場合、又は、
発熱の有無にかかわらず風邪症状がある場合は、事前の準備に基づき、ただちに現地
の保健所・医療機関に相談し、その指示に従い対応すること。なお、抗原簡易キット
を使用する場合においても、検査結果を保健所・医療機関に報告し、その指示に従い
対応すること。

・上記の情報については、速やかに宿泊施設や交通機関、教育局、市町村教育委員会、



旅行業者等と共有し、当該児童生徒等への対応や、旅行の継続の可否について適切に
判断し、学校のみで判断することのないようにすること。

・宿泊施設、交通機関の利用に当たっては、施設等が定める規約等を遵守すること。
３ 事後の対応
・健康観察を徹底し、発熱の有無にかかわらず風邪症状がある場合は、保健所・医療機
関に相談し、その指示に従い対応すること。

・帰着後、児童生徒等が感染者や濃厚接触者であることが判明した場合、保健所の助言
のもと、旅行業者と連携し、宿泊先や見学先にその旨を連絡するなど、適切に対応す
ること。

４ その他
・新型コロナウイルス感染症には誰もが感染する可能性があることから、感染者や濃厚
接触者、その家族等に対する偏見や差別につながるような行為は許されるものではな
いことについて、繰り返し周知すること。

・不測の事態が生じ、判断や対応が困難な場合は、速やかに教育局に相談すること。

（ 義 務 教 育 課 ）
（ 高 校 教 育 課 ）
（特別支援教育課）



修学旅行等における宿泊施設入館前情報共有シート

宿 泊 日

学 校 名

参加児童生徒数 引率教員数

学校責任者

添 乗 員

＜チェック事項＞

① バス車中等、入館前の検温で
･･････ □ はい □ いいえ

発熱している者はいません。

※「いいえ」の場合は、宿泊施設に速やかに申告し、対応について相談

② バス車中等、入館前の健康観察で、咳・

倦怠感・息苦しさがあるなどの症状が ･･････ □ はい □ いいえ

ある者、または疑わしい者はいません。

※「いいえ」の場合は、宿泊施設に速やかに申告し、対応について相談

③ 次の飛沫感染・接触感染防止への対策について、旅行前に説明及び周知

は完了しています。

・食事、入浴、就寝の時間以外でのマスク ･･････ □ はい □ いいえ

の着用の徹底

・（食事、客室を除く）館内での密になる
･･････ □ はい □ いいえ

イベント、集合等の可能な限りの削減

・手指の消毒、換気、定期的な検温の実施 ･･････ □ はい □ いいえ

④ 同居の家族を含め、出発前の健康観察で、

感染症感染の疑いのある者はいません。 ･･････ □ はい □ いいえ

令和 年 月 日 （ ）

名 名

（職名） （氏名） （緊急連絡先）

（会社名） （氏名） （緊急連絡先）



事 務 連 絡

令和４年（2022年）９月16日

各 教 育 局 教 育 支 援 課 長

各道立高等学校副校長・教頭 様

北海道登別明日中等教育学校副校長

学校教育局高校教育課課長補佐

「修学旅行実施に関するＱ＆Ａ」の更新について

このことについては、令和３年（2021年）10月18日付け事務連絡の別添として送付した

ところですが、「修学旅行実施に関するＱ＆Ａ」を別添のとおり更新しましたので、送付

します。

修学旅行の実施に当たっては、本Ｑ＆Ａを参考にし、関係機関等と綿密な打合せの上、

新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すようお願いします。
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修学旅行実施に関するＱ＆Ａ［令和４年９月16日更新］

１ 見学旅行の実施に関する判断等について

（基本的な考え方）

Ｑ１ 見学旅行は基本的に実施するということでよいか。

○ 見学旅行は、学習指導要領に定める特別活動の学校行事の一つとして各学校
において計画・実施されるものであり、生徒たちにとってかけがえのない貴重
な思い出となる教育効果の高い活動であるため、適切な感染防止対策を講じた
上で、保護者などの御理解・御協力を前提とし、原則として実施すること。な
お、実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、
実施時期や旅行先の変更、日程の短縮等が考えられること。また、旅行先は道
内も考えられること。

（中止の判断）

Ｑ２ 見学旅行の中止という選択肢はあるか。

○ 旅行・集団宿泊的行事として宿泊研修を実施している道立学校については、
見学旅行は、実施時期や旅行先等の変更を行ってもなお、実施が難しい場合は、
中止という選択肢もやむを得ないこと。なお、中止を検討する場合は、速やか
に所管する教育局と協議すること。

（旅行先の決定）

Ｑ３ 旅行先や宿泊先を決定するに当たって考慮すべきことは何か。

○ 旅行先や宿泊先を決定するに当たっては、次の条件を満たしていることを確
認すること。
・旅行先や宿泊先の自治体が修学旅行の受入れを行っていること。
・保護者や生徒に対して現地の状況や感染症対策について十分説明した上で、
見学旅行の実施について理解を得られていること。

（実施の判断）

Ｑ４ 旅行の実施を判断するために必要なことは何か。

○ 旅行の実施を判断するに当たっては、次の条件を満たしていることを確認す
ること。
・旅行先や宿泊先の自治体が修学旅行の受入れを行っていること。
・保護者や生徒に対して現地の状況や感染症対策について十分説明した上で、
見学旅行の実施について理解を得られていること。

○ 臨時休業の措置を講じている学級等は、感染拡大防止の観点から、見学旅行
の実施ができないこと。

○ 当該学年以外の学年において臨時休業を講じるなど、学校の一部で臨時休業
の措置を講じている場合は、見学旅行の実施について、学校医の助言を得た後、
教育局に相談すること。
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２ 見学旅行の実施に向けた留意事項等について

（旅行の計画等）

Ｑ５ 感染拡大防止を図りながら、旅行を計画する上で配慮すべきことは何か。

○ 一般社団法人日本旅行業協会等が作成した「旅行関連業における新型コロナ
ウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第５版）」等を参
考に旅行業者等と緊密に連携し、新型コロナウイルス感染症対策の徹底を図る
計画を立てること。

（旅行マニュアル等の作成）

Ｑ６ 旅行マニュアル等を作成するに当たっての留意事項は何か。

○ 例年作成しているマニュアルに加えて、旅行業者等との連携のもと、「旅行
関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の
手引き（第５版）」を踏まえた危機管理マニュアルを作成すること。その際、
次の事項は確実に確認できるようにすること。
・利用施設や各活動における感染防止対策
・移動のために使用する、交通機関等の感染防止対策
・旅行中の生徒及び引率教員の健康管理対策
・旅行先で生徒及び引率教員の感染や感染の疑いが確認された場合の対応
・滞在地の保健所や病院等の連絡先
・急遽、予定を変更、又は中止せざるを得ない場合の対応 など

Ｑ７ 現地の病院での受入れが不能の場合、どのように対応するか。

○ 事前に旅行業者を通じて、医療体制についての確認をしておくこと。ただし、
日々病床の利用状況等が変動していることを念頭に置き、現地の「受診・相談
センター」の電話番号を事前に把握しておくこと。

（生徒への指導・配慮）

Ｑ８ 実施に当たって、生徒への指導上、配慮すべき事項は何か。

○ 生徒一人一人に「新しい生活様式」を踏まえた感染症対策をしっかりと理解
させた上で注意事項等の指導の徹底を図ること。

○ 旅行の実施に不安等を抱く生徒に対しては、必要に応じて養護教諭やスクー
ルカウンセラー等による支援を行うなどの心のケア等に配慮すること。

（保護者への配慮等）

Ｑ９ 実施に当たって、保護者に対して配慮すべき事項は何か。

○ PTA役員（学年PTA役員）等に対して、事前に見学旅行の実施について、
実施要項等を説明するなどして理解を得ること。

○ 保護者説明会をできる限り早期に開催し、実施要項や感染防止策等を丁寧に
説明し、保護者の不安や心情に配慮すること。また、事前の個別相談等へも丁
寧に対応すること。

○ 保護者に同意書の提出を求める際の様式は、「旅行関連業における新型コロ
ナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手引き（第５版）」の例
文を参考に各学校で作成すること。
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（不参加の場合の取扱い）

Ｑ10 見学旅行の参加に際して、新型コロナウイルスの感染に不安等を抱く生
徒の欠席の取扱いはどうなるのか。

○ 保護者から欠席させたい事情をよく聴取した上で、見学旅行先で講じる感染
症対策について十分説明するとともに、見学旅行の趣旨についてご理解を得る
よう努めること。

○ その上で、保護者や生徒が不安を抱え、参加を見合わせた場合は、指導要録
上「出席停止・忌引等の日数」として記録し、欠席とはしないこと。

（引率教員等への配慮等）

Ｑ11 引率教員等への指導上、配慮すべき事項は何か。

○ 旅行に係る危機管理マニュアルについて、引率教員のみならず全教職員で共
有するなど、旅行に当たっての感染防止対策に全校的に取り組むこと。

○ 健康面等で不安を抱える引率教員がいることも考えられることから、教職員
への心のケア等について配慮すること。

３ 健康観察について

（生徒への指導・配慮）

Ｑ12 生徒への指導上、配慮すべき事項は何か。

○ 旅行前の２週間と旅行後の２週間は検温等の健康管理を徹底するとともに、
令和３年10月13日付け教健体第718号通知に基づき、「修学旅行用“さあﾁｪｯ
ｸ”」を活用し、旅行前及び旅行中の生徒の体調及び行動等の把握を行うこと。

○ 旅行当日に発熱等の風邪症状があるときは、参加を見合わせるよう、事前に
保護者も含めて指導すること。なお、学校の所在する地域の感染状況について
事前に管轄の各市町村の保健所等とも確認しておくこと。

Ｑ13 家族に感染者がいる場合はどうするのか。

○ 当該生徒が同居する家族が感染者となった場合は、基本的に濃厚接触者に当
たるため、保健所による当該生徒の疫学調査の判定やPCR検査の結果、保健
所等の指導等を踏まえ、旅行への参加の可否を判断すること。

（保護者への指導・配慮）

Ｑ14 保護者に対して配慮すべき事項は何か。

○ 旅行前の２週間と旅行後の２週間は検温等の健康管理を徹底するよう指導す
ること。

○ 旅行中に発熱等の風邪症状がみられたり、感染や感染の疑いが確認された場
合の対応を説明し、理解を得ること。

（引率教員等への配慮等）
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Ｑ15 引率教員等への指導上、配慮すべき事項は何か。

○ 旅行前の２週間と旅行後の２週間は検温等の健康管理を徹底するよう指導す
ること。

○ 旅行当日に、発熱等の風邪症状があるときには引率教員を変更するなどの対
応ができるよう準備しておくこと。

４ 旅行中の対応等について

（旅行中に同居の家族の濃厚接触者となった生徒及び教職員の対応）

Ｑ16 旅行中に、生徒及び教職員が、同居している家族の濃厚接触者となった
場合、どのような対応が必要か。

○ 当該生徒及び引率教員の同居の家族が居住する地域を所管する保健所等の指
示に従うこと。

（生徒及び引率教員の健康管理等）

Ｑ17 旅行中の健康管理等でどのような配慮が必要か。

○ 生徒及び引率教員は、起床後や就寝前のほか、施設や宿泊先への入館時等に
おいて検温等を実施し、こまめに健康状態の把握に努め、体調不良者がいる場
合は宿泊先に事前に連絡をするなど、適切に対応すること。さらに、旅行中は
マスクの着用や手洗いの励行など感染防止の徹底を図ること。

○ 熱中症については、令和４年（2022年）７月27日付け教健体第462号通
知「熱中症対策の更なる強化について」を踏まえ、適切に対策を行うこと。

（交通機関における感染防止対策等）

Ｑ18 交通機関の座席配置により、隣同士と１ｍ確保できない場合はどのよう
に対応するか。

○ 「旅行関連業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修
学旅行の手引き（第５版）」を踏まえ、旅行業者と連携の上、旅行業者やバス
会社ごとの順守すべき基準の有無や対応策について確認し、感染症対策につい
て新しい生活様式等も勘案しながら、業者等と十分協議すること。なお、１ｍ
以上離れることができない場合は、可能な限りの距離をとることやマスクの着
用、換気、会話を控えることなどを徹底すること。

（宿泊先における感染防止対策等）

Ｑ19 宿泊施設の１部屋の定員はどのように考えたらよいか。

○ 「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン」及び「旅行関連
業における新型コロナウイルス対応ガイドラインに基づく国内修学旅行の手
引き（第５版）」に沿って、事前に旅行業者に確認の上、各宿泊施設の感染症
対策に関するガイドラインに従った利用となるようにすること。
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（生徒及び引率教員の健康管理等）

Ｑ20 旅行中に、生徒又は教職員に発熱等の風邪症状がみられた場合、それ以
降の旅行の継続は可能か。

○ 旅行中、生徒又は教職員に発熱等の症状が確認された場合は、現地の医療機
関や「受診・相談センター」及び保健所に相談し、各機関の指示に従うこと。

○ 新型コロナウイルス感染症の疑いがあり医療機関を受診することとなった場
合は、管轄保健所と医師の判断に従い、発症者と濃厚接触者等への対応を行う
こと。また、それらの関係者の意見を参考に、旅行業者等と事後の行程に関す
る検討を行うこと。

Ｑ21 旅行中に、生徒又は教員が発熱した場合に、しばらく様子を見ることは
可能か。

○ 旅行中、発熱の有無にかかわらず風邪症状が有る場合は、速やかに現地の保
健所や医療機関に相談すること。

Ｑ22 旅行中に、生徒又は教員の感染が判明した場合、どのような対応が必要
か。

○ 感染の可能性のある者をリストアップし、対応について、宿泊地や見学地を
所管する保健所や医療機関に相談し、その指示に従うこと。

○ なお、現地の保健所や医療機関に相談することが困難な場合は、学校医や現
地の相談センター等に相談し、その指示に従うこと。

Ｑ23 保護者が、発熱した生徒の迎えが不可能な場合、どのように対応するか。

○ 旅行先で発熱等の症状が出た場合は、保健所や医療機関の指示に従う必要が
あることなどから、原則として、保護者に迎えに来ていただくことが大前提で
あることを、保護者に対して事前に確認しておくこと。また、留め置きした場
合の生徒の宿泊や移動の費用、保護者の費用は保護者が負担（旅行保険の適用
が可能な場合あり）することになるので、併せて確認しておくこと。

○ 保護者がすぐに対応できない場合は、宿泊先の別室待機等とすること。
○ 別室対応ができるかどうかなど、緊急時の対応についても必ず事前に旅行業
者を通じて宿泊先に確認しておくこと。

○ 発熱の状況や体調によっては、医師の判断に従うこと。また、保護者と十分
に相談し対応すること。

○ 併せて、こうした状況に対応できる保険について事前に旅行業者と検討する
こと。

Ｑ24 発熱した生徒はどのように帰宅させるか。

○ 交通手段は現地の保健所（又は診断した医師）と保護者とで相談して決める
こと。また、公共交通機関を使って帰宅してよいか、または現地に滞在するの
かなどのその後の行動の決定、旅費や宿泊費等の負担などについても、現地の
保健所、保護者及び旅行業者とで相談し、対応を検討すること。
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Ｑ25 生徒の医療機関への緊急搬送等に要した費用は、どのように扱われるか。

○ 事前に旅行業者に保険の適用等について確認すること。
○ その他、負担方法等については、個別の事案に応じて判断すること。

Ｑ26 新型コロナウイルス感染症により、重症化するリスクがある生徒の事前
把握の方法及び対応はどのように行うのか。

○ 事前の健康調査で、食物アレルギーや既往症に加えて、新型コロナウイルス
感染症による重症化リスクの可能性も事前に把握し、主治医の見解及び当該生
徒、保護者の意向を確認の上、学校との協議により参加の可否を検討すること。

（自主研修及び代替活動の留意事項等）

Ｑ27 自主研修中の留意事項についてはどのようなことがあるか。

○ 自主研修については、教員が帯同して行うコース別やクラス別の研修の他、
生徒同士のグループ別の研修を可能とするが、グループ別の研修を行う際は、
生徒の事前指導を徹底し、旅行業者と連携のもと、訪問先の感染症対策の状況
を確認した上で、当日の教員の巡回・連絡態勢を整えるなど、生徒の状況を把
握できるよう工夫すること。

○ 自主研修の実施に当たっては、可能な範囲で「３密」を避け、手洗い、消毒
等の定期的な励行を呼びかけること。万が一感染した場合を考慮して、行動経
路や範囲・時間について綿密に計画し、当日変更した場合にはその内容につい
ても記録すること。

○ 当該生徒及び保護者の意向も踏まえた上で、厚生労働省の接触確認アプリの
活用も考えられること。

５ その他

Ｑ28 帰着後、生徒に新型コロナウイルス感染症陽性者が出た場合、どのよう
な対応が必要か。

○ 保健所の助言のもと、旅行業者と連携し、宿泊先や見学先に陽性者が出た旨、
連絡すること。


